
合併協議会だより 合併協議会だより 
五城目町・八郎潟町・井川町 

2004.８.１ 第９号 
新たな活力を創造し 

　人  自然  文化 の香り豊かなまち 

①

幼稚園授業料を平成19年度に月額7,000円とすること 
保育園保育料を合併後３年以内に国の基準の８割とすること 
五城目町開発公社の運営状況に関すること 

について多くの意見が出され、継続して協議を行うこととしました。 

八郎潟町　一日市盆踊り

第９回・第10回合併協議会 ………… 

３町施設等視察研修 ………………… 

合併協定項目一覧表、お知らせなど …… 
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７月13日に第９回、７月28日に第10回の合併協議会が開催

されました。

これらの会議では、平成15年度合併協議会決算についての

報告や農林水産業関係事業、学校教育事業、児童福祉事業、

財産及び債務の取扱いなどについての協議が行われました。

各町で違いのある幼稚園授業料、保育園保育料について、

新町で統一を図るため目標を定めた調整内容は継続して協議

することとしました。また、財産及び債務の取扱いについて、

五城目町開発公社に関することが新たに加えられ提案されま

したが、運営状況に関する情報が少ないことなどから資料の

整理などが必要とされ、継続して協議することとしました。



報
告
さ
れ
た
事
項

報
告
第
18
号
　
平
成
15
年
度
合
併
協
議
会

決
算
に
つ
い
て

合
併
協
議
会
に
お
け
る
事
業
実
績
や
決

算
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

決
算
額
は
、
歳
入
7
、
3
9
5
、
2
9

0
円
、
歳
出
6
、
1
4
7
、
3
6
0
円
で

歳
入
歳
出
差
引
額
1
、
2
4
7
、
9
3
0

円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
差
引
額
に
つ
い

て
は
平
成
16
年
度
へ
繰
り
越
す
こ
と
や
、

決
算
審
査
は
3
町
の
代
表
監
査
委
員
に
よ

る
監
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
説
明
さ

れ
ま
し
た
。

※
表
1
参
照

協
議
さ
れ
た
事
項

第
9
回
合
併
協
議
会
で
は
、
継
続
協
議

と
な
っ
て
い
る
農
林
水
産
業
関
係
事
業
、

使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

委
員
の
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、
調
整
内
容

を
一
部
修
正
し
て
提
案
が
行
わ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
提
案
ど
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
前
回
提
案
さ
れ
た
学
校
教
育
事
業
・

通
学
区
域
の
取
扱
い
、
広
報
広
聴
関
係
事

業
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
学
校
教
育

事
業
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
授
業
料
の
取

扱
い
な
ど
を
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と

し
、
広
報
広
聴
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

提
案
ど
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
10
回
合
併
協
議
会
で
は
、
継
続
協
議

と
な
っ
て
い
る
学
校
教
育
事
業
関
係
や
前

回
提
案
さ
れ
た
児
童
福
祉
事
業
関
係
に
つ

い
て
、
主
に
保
育
料
に
つ
い
て
の
協
議
が

行
わ
れ
、
そ
の
保
育
料
の
基
準
な
ど
に
つ

い
て
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
3
町
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
一
部
事

務
組
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
提
案
ど

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
財
産
及
び
債
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
1
回
合
併
協

議
会
に
提
案
し
て
い
る
調
整
内
容
に
五
城

目
町
開
発
公
社
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

を
新
た
に
加
え
、
再
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、

開
発
公
社
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
の
意

見
や
運
営
状
況
に
関
す
る
資
料
の
提
出
な

ど
が
求
め
ら
れ
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

②

第
　
回
・
第

回
・
第
　
回
合
併
協
議
会

回
合
併
協
議
会 
9

10

第
　
回
・
第

回
・
第
　
回
合
併
協
議
会

回
合
併
協
議
会 
9

10

第
　
回
・
第
　
回
合
併
協
議
会 
9

10

７
月
13
日
に
井
川
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
第
９
回
合

併
協
議
会
が
、
７
月
28
日
に
は
五
城
目
町
役
場
正
庁
に
お
い
て
第
10
回

合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
会
議
で
は
、
平
成
15
年
度
合
併
協
議
会
決
算
に
つ
い
て
の

報
告
や
農
林
水
産
業
関
係
事
業
な
ど
７
つ
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
の
話

し
合
い
が
行
わ
れ
、
保
健
衛
生
事
業
な
ど
新
た
に
３
つ
の
合
併
協
定
項

目
に
関
す
る
調
整
方
針
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第９回合併協議会の会議の様子

報
告
さ
れ
た
事
項

報
告
さ
れ
た
事
項 

報
告
さ
れ
た
事
項 
協
議
さ
れ
た
事
項

協
議
さ
れ
た
事
項 
協
議
さ
れ
た
事
項 

□ 表１　決算概要

備　　　　　考決 算 額予 算 額項款

3 町× 1,000 千円3,000,0003,000,000負担金1負担金1

合併協議会支援事業費補助金3,500,0003,500,000県補助金1県支出金2

任意合併協議会繰入金895,287414,000繰入金1繰入金3

01,000繰越金1繰越金4

普通預金利子31,000預金利子1
諸収入5

01,000雑 入2

7,395,2906,917,000合　　　　　計

備　　　　　考決 算 額予 算 額項款

委員報酬など979,6501,266,000会議費1
運営費1

会議資料印刷など1,995,9602,067,000事務費2

合併推進業務委託など3,171,7503,308,000事業推進費1事業費2

0276,000予備費1予備費3

6,147,3606,917,000合　　　　　計

歳　入 （単位：円） 歳　出 （単位：円）



③

協
議
第
31
号
　
農
林
水
産
業
関
係
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

第
8
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
農
業

総
合
指
導
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
経
理
方
式

や
運
営
内
容
、
ま
た
、
県
営
土
地
改
良
事

業
に
お
け
る
町
や
農
家
の
負
担
割
合
に
違

い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
と
お
り
新

町
に
引
き
継
ぐ
と
し
た
調
整
内
容
に
つ
い

て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
意
見
が

あ
り
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
し
た
。

第
9
回
合
併
協
議
会
で
は
、
意
見
が
あ

っ
た
項
目
に
関
す
る
調
整
内
容
に
つ
い

て
、
農
業
総
合
指
導
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
五
城
目
町
の
経
理
方
式
の
例
に
よ
り

統
合
す
る
と
し
て
い
た
も
の
を
町
及
び
関

係
団
体
で
組
織
し
、
町
は
運
営
経
費
の
一

部
を
負
担
す
る
と
し
て
、
ま
た
、
県
営
土

地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
在
実
施
し

て
い
る
事
業
に
限
り
現
行
の
負
担
割
合
と

す
る
こ
と
で
修
正
を
行
い
、
次
の
と
お
り

提
案
さ
れ
ま
し
た
。

（
農
　
業
）

①
地
域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び

農
業
振
興
地
域
の
整
備
計
画
に
つ

い
て
は
、
新
た
な
計
画
を
合
併
後

速
や
か
に
策
定
す
る
。
な
お
、
新

計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

現
計
画
を
引
き
続
き
運
用
す
る
。

②
水
田
農
業
構
造
改
革
対
策
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引

き
継
ぎ
、
平
成
19
年
度
か
ら
事
業

内
容
を
統
一
し
て
実
施
す
る
。

③
認
定
農
業
者
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
引

き
続
き
育
成
・
支
援
す
る
。

④
農
業
総
合
指
導
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引

き
継
ぎ
、
平
成
18
年
度
か
ら
統
合

す
る
。
な
お
、
セ
ン
タ
ー
は
町
及

び
関
係
団
体
で
組
織
し
、
町
は
運

営
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
。

⑤
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
に

つ
い
て
は
、
制
度
が
延
長
さ
れ
た

場
合
は
継
続
す
る
。

⑥
航
空
防
除
に
つ
い
て
は
、
新
町
に

お
い
て
防
除
協
議
会
の
組
織
を
統

合
し
、事
業
内
容
の
調
整
を
図
る
。

た
だ
し
、
新
協
議
会
が
組
織
さ
れ

る
ま
で
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

⑦
県
営
土
地
改
良
の
継
続
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
負
担
割
合
に
よ

り
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

⑧
畜
産
振
興
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

引
き
続
き
育
成
・
支
援
す
る
。

（
林
　
業
）

⑨
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
合

併
後
に
新
た
に
策
定
す
る
。な
お
、

新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
現
計
画
を
引
き
継
ぎ
運
用

す
る
。

⑩
森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
事
業
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

に
引
き
継
ぐ
。

⑪
緑
化
推
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
五
城
目
町
の
例
に
よ
り
統

合
す
る
。

⑫
広
域
林
道
開
設
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぐ
。

（
水
産
業
）

⑬
種
苗
放
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
後
も
馬
場
目
川
漁
業
協
同
組
合

及
び
八
郎
湖
増
殖
漁
業
協
同
組
合

が
行
う
放
流
事
業
を
支
援
す
る
。

（
そ
の
他
）

⑭
そ
の
他
国
補
助
・
県
補
助
事
業
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

に
引
き
継
ぐ
。

【
協
議
結
果
】

水
田
農
業
構
造
改
革
対
策
事
業
に
お
け

る
生
産
調
整
に
対
す
る
交
付
金
が
合
併
後

ど
う
な
る
の
か
な
ど
の
質
問
が
あ
り
、
各

町
で
そ
れ
ぞ
れ
転
作
団
地
化
の
取
組
み
な

ど
に
よ
り
交
付
金
に
違
い
が
あ
る
が
、
当

該
事
業
期
間
は
平
成
16
年
度
か
ら
平
成
18

年
度
ま
で
の
3
ヵ
年
で
あ
り
、
平
成
18
年

度
ま
で
は
旧
町
単
位
に
よ
り
交
付
金
が
算

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
各
町

の
取
組
み
に
対
し
て
は
特
に
問
題
が
生
じ

な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

3
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
の
振
興
と

し
て
認
定
農
業
者
に
対
す
る
支
援
、
転
作

助
成
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
、
要

望
が
出
さ
れ
、
国
の
新
た
な
政
策
な
ど
と

あ
わ
せ
て
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
基

本
と
な
る
調
整
内
容
に
つ
い
て
は
提
案
ど

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
第
9
回
合
併
協
議
会
で
確
認
）

協
議
第
33
号
　
使
用
料
・
手
数
料
の
取
扱

い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

第
8
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
行
政

財
産
と
普
通
財
産
の
違
い
、
減
免
措
置
な

ど
に
つ
い
て
の
質
問
や
五
城
目
町
開
発
公

社
が
管
理
運
営
し
て
い
る
観
光
施
設
の
使

用
料
は
他
施
設
の
場
合
と
は
区
分
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
な
ど
と
し
た
意
見
が
あ

り
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
し
た
。

第
9
回
合
併
協
議
会
で
は
、
施
設
等
使

用
料
の
減
免
措
置
や
観
光
施
設
使
用
料
に

関
す
る
説
明
資
料
を
提
出
し
、
調
整
内
容

に
つ
い
て
は
、
行
政
財
産
使
用
料
と
施
設

等
使
用
料
は
異
な
る
こ
と
を
明
記
し
て
、

新
た
に
普
通
財
産
使
用
料
の
取
扱
い
を
加

え
る
な
ど
の
一
部
修
正
を
行
い
、
次
の
と

お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

①
手
数
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
3
町
で
差
異
の
あ
る
手
数
料

に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統



④

一
す
る
。

（2）
3
町
で
差
異
の
な
い
手
数
料
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

②
使
用
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
行
政
財
産
使
用
料
（
施
設
等
の

使
用
料
を
除
く
）
及
び
普
通
財

産
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
五
城

目
町
の
例
に
よ
り
、
合
併
時
に

統
一
す
る
。

（2）
施
設
等
の
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
新

町
に
お
い
て
調
整
す
る
。

※
保
育
料
、
上
下
水
道
使
用
料
な

ど
に
つ
い
て
は
各
事
業
の
取
扱

い
で
別
途
協
議
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

【
協
議
結
果
】

提
案
ど
お
り
の
調
整
内
容
と
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
第
9
回
合
併
協
議
会
で
確
認
）

協
議
第
32
号
　
学
校
教
育
事
業
・
通
学
区

域
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

第
8
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
提
案
し

た
調
整
内
容
の
う
ち
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運

行
委
託
形
態
、
英
語
指
導
外
国
青
年
招
致

事
業
、
通
学
区
域
に
つ
い
て
、「
新
町
に

お
い
て
調
整
す
る
。」
と
し
て
提
案
し
て

い
た
も
の
を
「
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引

き
継
ぐ
。」
と
し
、
ま
た
、
幼
稚
園
授
業

料
に
つ
い
て
は
、「
新
町
に
お
い
て
速
や

か
に
統
一
を
図
る
。」
と
し
て
提
案
し
て

い
た
も
の
を
、
そ
の
目
標
を
定
め
て
お
く

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
平
成
19
年
度

か
ら
統
一
し
、
教
材
費
を
含
め
月
額
7
、

0
0
0
円
と
す
る
。」
と
し
て
第
9
回
合

併
協
議
会
に
お
い
て
一
部
修
正
を
行
な

い
、
次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

①
奨
学
資
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぎ
、
平
成
18
年
度
か
ら
新
た
な

貸
付
制
度
を
適
用
す
る
。
な
お
、

合
併
前
の
貸
付
に
よ
る
償
還
に
つ

い
て
は
、現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

②
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
及
び
そ
の
委

託
形
態
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

③
学
校
給
食
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

な
お
、
給
食
会
計
は
町
の
一
般
会

計
で
処
理
す
る
方
向
で
調
整
す
る
。

④
英
語
指
導
外
国
青
年
招
致
事
業
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

に
引
き
継
ぐ
。

⑤
幼
稚
園
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぐ
。
な
お
、
保
育
料
（
授
業
料
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
度
か
ら

統
一
し
、教
材
費
を
含
め
月
額
7
、

0
0
0
円
と
す
る
。

⑥
心
の
教
室
相
談
員
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
3
校
に
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
を
配
置
す
る
。

⑦
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に

引
き
継
ぐ
。

⑧
町
立
学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て

は
、当
面
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

【
協
議
結
果
】

第
9
回
合
併
協
議
会
で
は
、
学
校
給
食

事
業
に
お
け
る
給
食
費
を
公
金
と
し
て
取

扱
う
こ
と
、
幼
稚
園
の
授
業
料
を
平
成
19

年
度
に
月
額
7
、
0
0
0
円
に
統
一
す
る

こ
と
、
授
業
料
の
減
免
や
滞
納
の
取
扱
い

に
関
す
る
こ
と
、
ま
た
、
通
園
バ
ス
の
あ

り
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
、
調

査
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
も
あ
る
こ

と
か
ら
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

第
10
回
合
併
協
議
会
で
は
、
幼
稚
園
授

業
料
の
減
免
等
に
つ
い
て
、
3
町
で
そ
れ

ぞ
れ
違
い
が
あ
り
新
町
例
規
策
定
に
お
い

て
調
整
を
行
っ
て
い
る
内
容
等
が
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
幼
稚
園
授
業
料
を
月
額
7
、

0
0
0
円
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
で
は
な
く
平
成
19
年
度
か
ら
統
一
す

る
こ
と
か
ら
、
新
町
に
お
け
る
新
体
制
の

も
と
で
議
会
な
ど
で
の
議
論
に
よ
り
決
定

す
る
べ
き
で
あ
り
、
合
併
協
議
会
で
決
定

す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
や
、
月

額
7
、
0
0
0
円
と
す
る
こ
と
に
賛
成
で

あ
る
と
す
る
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
幼
稚
園
の
通
園
区
域
に
つ
い

て
の
質
問
が
あ
り
、
現
在
は
町
単
位
に
よ

る
区
域
と
な
っ
て
お
り
、
新
町
に
お
け
る

区
域
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

協
議
第
35
号
　
広
報
広
聴
関
係
事
業
に
つ

い
て

【
提
案
内
容
】

地
域
の
情
報
を
よ
り
詳
し
く
住
民
の
皆

さ
ん
へ
伝
え
る
た
め
の
広
報
誌
発
行
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
、
地
域
住
民
の
意
見
な

ど
を
反
映
す
る
行
政
懇
談
会
の
開
催
、
町

全
域
に
わ
た
る
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
2

町
が
実
施
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
、
有

線
放
送
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

①
広
報
誌
は
、毎
月
1
回
発
行
す
る
。

な
お
、
発
行
日
は
原
則
1
日
と

す
る
。

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
合
併
時
に
新

た
に
開
設
す
る
。

③
町
勢
要
覧
は
、
新
町
に
お
い
て
速

や
か
に
発
行
す
る
。

④
広
聴
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
政
懇

談
会
の
開
催
等
に
よ
り
町
民
の
行

政
に
対
す
る
意
見
・
要
望
等
を
十

分
配
慮
す
る
。



⑤

⑤
八
郎
潟
町
防
災
行
政
無
線
及
び
井

川
町
有
線
放
送
は
、
新
町
に
お
い

て
も
情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
活

用
す
る
。

【
協
議
結
果
】

新
町
の
全
域
に
わ
た
る
情
報
伝
達
の
手

段
と
し
て
八
郎
潟
町
は
防
災
行
政
無
線
、

井
川
町
は
有
線
放
送
を
活
用
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
3
町
の
町
民
の
情
報
格
差
を

是
正
す
る
た
め
、
五
城
目
町
に
お
い
て
も

こ
の
よ
う
な
情
報
伝
達
方
法
が
必
要
で
は

な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、

五
城
目
町
の
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に

は
相
当
の
投
資
が
必
要
と
な
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
新
町
の
全
体
的
な
情
報
化
施
策
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
建
設
計
画
策
定
の
中

で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
提
案
ど
お
り
の

調
整
内
容
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。

（
第
9
回
合
併
協
議
会
で
確
認
）

協
議
第
36
号
　
児
童
福
祉
事
業
、
保
育
事

業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

誕
生
祝
金
な
ど
に
つ
い
て
は
合
併
時
に

廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
保
育
園
保
育
料
に

つ
い
て
は
、
合
併
後
3
年
以
内
に
国
の
基

準
の
8
割
と
す
る
こ
と
な
ど
、
次
の
と
お

り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

①
誕
生
祝
金
、
出
産
奨
励
金
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
廃
止
す
る
。

②
児
童
館
管
理
に
つ
い
て
は
、
国
庫

児
童
館
を
町
直
営
管
理
と
し
、
児

童
厚
生
員
を
配
置
す
る
。
他
の
地

域
児
童
館
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

③
児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
等
、

児
童
福
祉
事
業
の
国
又
は
県
が
定

め
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要

綱
等
に
準
拠
し
実
施
す
る
。

④
町
立
保
育
園
運
営
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引

き
継
ぐ
。

⑤
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後

3
年
以
内
に
国
の
基
準
の
8
割
と

す
る
。

⑥
障
害
児
保
育
・
乳
児
保
育
・
延
長

保
育
・
一
時
保
育
・
休
日
保
育
・

保
育
園
地
域
活
動
に
つ
い
て
は
、

民
間
保
育
園
が
実
施
す
る
場
合
は

引
き
続
き
支
援
し
、
町
立
保
育
園

に
お
い
て
は
現
行
の
と
お
り
新
町

に
引
き
継
ぎ
、
実
施
す
る
。

⑦
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
お
い

て
も
実
施
す
る
。

【
協
議
結
果
】

保
育
園
保
育
料
に
つ
い
て
、
国
の
保
育

単
価
基
準
の
8
割
と
す
る
こ
と
と
し
て
提

案
さ
れ
ま
し
た
が
、
保
育
園
の
園
児
数
な

ど
に
よ
り
保
育
料
に
違
い
が
生
じ
る
こ

と
、
所
得
に
応
じ
た
階
層
で
保
育
料
を
定

め
て
お
り
、
住
民
税
の
非
課
税
限
度
額
の

引
き
下
げ
な
ど
に
よ
り
保
育
料
が
高
く
な

る
こ
と
、
ま
た
、
保
育
園
ご
と
に
園
児
1

人
当
た
り
に
要
す
る
費
用
の
違
い
が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
「
8
割
」
に
つ
い

て
精
査
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
子
育

て
支
援
な
ど
の
観
点
か
ら
も
検
討
す
る
た

め
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

協
議
第
37
号
　
一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

3
町
す
べ
て
が
加
入
し
て
い
る
秋
田
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
、
秋
田
県
市
町
村

会
館
管
理
組
合
や
、
3
町
以
外
の
町
村
と

の
構
成
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
る
湖
東
地

区
行
政
一
部
事
務
組
合（
消
防
、火
葬
等
）、

大
潟
村
ほ
か
2
町
衛
生
処
理
組
合
（
ご
み

処
理
）、
井
川
町
・
飯
田
川
町
共
有
財
産

管
理
組
合
（
山
林
等
管
理
）
は
、
3
町
の

法
人
格
が
消
滅
す
る
た
め
合
併
の
日
の
前

日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
合
併
の
日
に
当
該

組
合
に
新
町
と
し
て
加
入
す
る
。
八
郎
潟

町
と
井
川
町
の
2
町
で
構
成
す
る
衛
生
処

理
施
設
組
合
（
し
尿
処
理
）
は
、
合
併
の

日
の
前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
合
併
の
日

に
す
べ
て
の
事
務
や
財
産
な
ど
を
新
町
に

引
き
継
ぐ
こ
と
な
ど
、
次
の
と
お
り
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

①
3
町
が
加
入
し
て
い
る
一
部
事
務

組
合
は
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ

て
脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併

の
日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。

②
八
郎
潟
町
、
井
川
町
が
加
入
し
て

い
る
湖
東
地
区
行
政
一
部
事
務
組

合
は
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て

脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の

日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。

③
八
郎
潟
町
・
井
川
町
で
構
成
す
る

八
郎
潟
町
・
井
川
町
衛
生
処
理
施

設
組
合
は
合
併
の
日
の
前
日
を
も

っ
て
解
散
し
、
合
併
の
日
に
す
べ

て
の
事
務
及
び
財
産
を
新
町
に
引

き
継
ぐ
。
一
般
職
の
職
員
は
新
町

の
職
員
と
し
て
身
分
を
引
き
継
ぐ
。

④
八
郎
潟
町
が
加
入
し
て
い
る
大
潟

村
ほ
か
2
町
衛
生
処
理
組
合
は
合

併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退

し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に

当
該
組
合
に
加
入
す
る
。

⑤
井
川
町
が
加
入
し
て
い
る
井
川

町
・
飯
田
川
町
共
有
財
産
管
理
組

合
は
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て

脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の

日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。

【
協
議
結
果
】

提
案
ど
お
り
の
調
整
内
容
と
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
第
10
回
合
併
協
議
会
で
確
認
）



⑥

協
議
第
9
号
の
2

財
産
及
び
債
務
の
取

扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

3
町
の
所
有
す
る
財
産
や
債
務
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

し
て
第
1
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
提
案

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
会
議
で
は
、
先

に
提
出
し
て
い
る
財
産
等
の
現
況
を
平
成

14
年
度
末
か
ら
平
成
15
年
度
末
の
数
値
に

変
更
し
、
新
た
に
五
城
目
町
開
発
公
社
に

関
す
る
事
項
を
調
整
内
容
に
加
え
、
次
の

と
お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

①
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
、
井
川
町

の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施
設
及

び
債
務
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
新

町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

②
財
団
法
人
五
城
目
町
開
発
公
社
に

対
す
る
出
資
に
関
す
る
権
利
は
、

新
町
に
引
き
継
ぎ
、
管
理
及
び
運

営
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

【
協
議
結
果
】

会
議
で
は
、
五
城
目
町
開
発
公
社
に
関

す
る
運
営
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
採
算
の

見
通
し
が
な
い
観
光
施
設
は
思
い
切
っ
て

払
い
下
げ
を
行
う
よ
う
な
決
断
を
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
や
、
町
が
開
発

公
社
か
ら
土
地
を
買
い
取
る
際
に
、
当
初

の
取
得
価
格
よ
り
相
当
高
い
価
格
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、

五
城
目
町
と
し
て
現
在
検
討
し
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
対
策
や
、
土
地
に
関
す
る

資
料
等
を
提
出
し
て
次
回
の
会
議
で
説
明

す
る
こ
と
と
し
、
継
続
し
て
協
議
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

五
城
目
町
開
発
公
社
は
、
昭
和

45
年
3
月
に
設
立
し
、
公
共
用
地
、

住
宅
用
地
、工
場
用
地
な
ど
の
取
得
、

造
成
、
処
分
や
平
成
7
年
3
月
か
ら

は
町
が
設
置
し
た
五
城
館
な
ど
7
つ

の
観
光
施
設
の
管
理
受
託
や
運
営
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

公
共
用
地
と
し
て
先
行
取
得
し
て

い
る
未
処
分
面
積
は
平
成
15
年
度
末

で
15
件
、
1
5
9
、
7
5
7
㎡
で
、

期
末
棚
卸
価
格
は
1
3
4
、
3
4

5
、
5
5
9
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

観
光
施
設
の
管
理
に
対
す
る
町
か

ら
の
委
託
料
は
平
成
15
年
度
で
7

3
、
4
0
6
、
0
0
0
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

提
案
さ
れ
た
事
項

次
回
の
合
併
協
議
会
で
協
議
さ
れ
る
、

保
健
衛
生
事
業
・
健
康
づ
く
り
事
業
、

上
・
下
水
道
事
業
、
消
防
団
の
取
扱
い
・

消
防
防
災
関
係
事
業
の
3
つ
の
案
件
に
つ

い
て
の
調
整
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
38
号
　
保
健
衛
生
事
業
・
健
康
づ

く
り
事
業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
各
保
健
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぐ
。

（1）
五
城
目
町
保
健
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
、
八
郎
潟
町
保
健
セ
ン
タ

ー
、井
川
町
健
康
セ
ン
タ
ー
は
、

そ
れ
ぞ
れ
五
城
目
保
健
セ
ン
タ

ー
、
八
郎
潟
保
健
セ
ン
タ
ー
、

井
川
保
健
セ
ン
タ
ー
と
し
、
合

併
時
に
3
地
区
に
保
健
セ
ン
タ

ー
を
置
く
。
な
お
、
井
川
保
健

セ
ン
タ
ー
は
、
診
療
所
医
師
を

所
長
と
す
る
。

（2）
国
民
健
康
保
険
井
川
町
診
療
所

の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

②
健
康
診
査
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
個
人
負
担
額
に

つ
い
て
は
検
診
費
用
の
2
割
程
度

を
目
処
に
新
町
に
お
い
て
調
整

す
る
。

（1）
基
本
健
診
、
胃
が
ん
検
診
、
大

腸
が
ん
検
診
、
肺
が
ん
検
診
、

子
宮
が
ん
検
診
、乳
が
ん
検
診
、

前
立
腺
が
ん
検
診
、結
核
検
診
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
骨
粗
し

ょ
う
症
検
診
、
歯
科
検
診
を
現

行
の
内
容
を
基
準
に
調
整
し
、

平
成
18
年
度
か
ら
対
象
者
、
個

人
負
担
額
等
の
内
容
を
統
一

し
、
共
通
項
目
と
し
て
実
施

す
る
。

（2）
井
川
地
区
の
他
機
関
と
連
携
し

て
実
施
し
て
い
る
循
環
器
健
診

は
、
関
連
事
業
（
睡
眠
の
質
を

み
る
検
査
、
頸
部
エ
コ
ー
検
診

等
）
を
含
め
て
、
新
町
に
お
い

て
も
引
き
続
き
実
施
す
る
。

③
母
子
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

個
人
負
担
額
に
つ
い
て
は
無
料
と

す
る
。

④
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

内
容
を
基
準
に
調
整
し
、
新
町
に

お
い
て
実
施
す
る
。
な
お
、
個
人

負
担
額
に
つ
い
て
は
無
料
と
す
る

が
、
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

つ
い
て
は
一
定
額
を
助
成
す
る
。

⑤
健
康
づ
く
り
推
進
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
内
容
を
基
準
に
調
整

し
、
新
町
に
お
い
て
実
施
す
る
。

（1）
健
康
づ
く
り
推
進
員
・
保
健
委

員
は
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引

き
継
ぎ
、
平
成
18
年
度
か
ら

「
健
康
づ
く
り
推
進
員
」
と
し

て
統
一
し
た
活
動
を
行
う
。

提
案
さ
れ
た
事
項

提
案
さ
れ
た
事
項 

提
案
さ
れ
た
事
項 



⑦
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（2）
食
生
活
改
善
推
進
員
は
、
現
行

の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

全
町
規
模
で
食
生
活
推
進
員
を

育
成
し
、
そ
の
組
織
活
動
を
支

援
す
る
。

⑥
老
人
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
内
容
を
基
準
に
調
整
し
、
新

町
に
お
い
て
実
施
す
る
。

協
議
第
39
号
　
上
・
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
上
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
事
業
及
び
有
形
固
定
資
産
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

に
引
き
継
ぐ
。

（2）
事
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
統
一
す
る
。

（3）
料
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
合
併

3
年
後
を
目
処
に
統
一
を
図

る
。

（4）
加
入
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
廃
止
す
る
。

（5）
関
係
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
統
一
す
る
。

②
簡
易
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（2）
料
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

③
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（2）
事
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
統
一
す
る
。

（3）
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
合

併
3
年
後
を
目
処
に
統
一
を
図

る
。
な
お
、
受
益
者
負
担
金

（
分
担
金
）
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

④
農
業
集
落
排
水
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（2）
事
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
統
一
す
る
。

（3）
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
合

併
3
年
後
を
目
処
に
統
一
を
図

る
。
な
お
、
受
益
者
分
担
金
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

⑤
そ
の
他

（1）
排
水
設
備
工
事
指
定
者
の
指
定

関
係
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
統
一
す
る
。

（2）
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事

業
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
五
城

目
町
の
例
に
よ
り
合
併
後
も
継

続
す
る
。

（3）
水
洗
便
所
改
造
資
金
融
資
斡
旋

及
び
利
子
補
給
に
つ
い
て
は
、

融
資
限
度
額
、
償
還
方
法
を
除

い
て
井
川
町
の
例
に
よ
る
。

協
議
第
40
号
　
消
防
団
の
取
扱
い
、
消
防

防
災
関
係
事
業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
消
防
団
は
、
合
併
後
5
年
以
内

に
統
合
す
る
。
統
合
す
る
ま
で

の
間
は
、
現
行
の
と
お
り
五
城

目
消
防
団
、
八
郎
潟
消
防
団
及

び
井
川
消
防
団
の
3
つ
の
消
防

団
を
置
き
、
消
防
団
連
絡
協
議

会
を
設
け
る
。

（2）
消
防
団
員
の
任
期
は
副
団
長
以

上
は
3
年
と
す
る
。
任
用
は
18

歳
以
上
と
す
る
。
ま
た
、
定
年

は
副
団
長
以
上
は
年
齢
要
件
な

し
、
分
団
長
以
下
は
満
63
歳
に

達
し
た
年
度
末
と
す
る
。

（3）
消
防
団
の
施
設
・
設
備
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に

引
き
継
ぐ
。

②
消
防
防
災
関
係
事
業
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（1）
地
域
防
災
計
画
及
び
水
防
計
画

は
、
新
町
に
お
い
て
新
計
画
を

策
定
す
る
。

（2）
防
災
会
議
及
び
水
防
協
議
会
は
、

合
併
時
に
新
た
に
設
置
す
る
。

（3）
防
災
拠
点
、
消
防
水
利
及
び
自

主
防
災
組
織
は
、
現
行
の
と
お

り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（4）
災
害
対
策
本
部
は
、
新
町
に
お

い
て
統
一
を
図
る
。
災
害
時
に

支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
指
揮

命
令
系
統
に
つ
い
て
は
合
併
時

ま
で
に
調
整
を
図
る
。

（5）
災
害
弔
慰
金
に
つ
い
て
は
、
国

の
制
度
に
準
拠
し
、
合
併
時
ま

で
に
統
一
す
る
。

（6）
災
害
見
舞
金
の
制
度
に
つ
い
て

は
、合
併
時
ま
で
に
統
一
す
る
。



弁天球場

塞ノ神農村公園

町民体育館 オリンピック記念会館

うたせ館（八郎潟展示館） スパーク八郎潟

八郎潟小学校 八郎潟中学校 八郎潟中学校（武道場）

八郎潟幼稚園 八郎潟町役場 八郎潟町役場（議場）

⑧

in 八郎潟町

　合併協議会では、今後の　合併協議会では、今後の3町の合併に関する協議を行うための見識を高めることなど町の合併に関する協議を行うための見識を高めることなどを目的を目的
として、として、3町の公共施設等の現地視察を行っていますが、町の公共施設等の現地視察を行っていますが、7月17日には八郎潟町、井川町の小日には八郎潟町、井川町の小
中学校、保育園、公民館、福祉施設、体育館など約中学校、保育園、公民館、福祉施設、体育館など約6060ヵ所の公共施設等を視察しました。ヵ所の公共施設等を視察しました。 
　視察した主な施設について紹介します。　視察した主な施設について紹介します。 

　合併協議会では、今後の3町の合併に関する協議を行うための見識を高めることなどを目的
として、3町の公共施設等の現地視察を行っていますが、7月17日には八郎潟町、井川町の小
中学校、保育園、公民館、福祉施設、体育館など約60ヵ所の公共施設等を視察しました。 
　視察した主な施設について紹介します。 



⑨

診療所

日本国花苑

さくら苑（特別養護老人ホーム） ゆうゆう（老人福祉センター）

井川こどもセンター 井川こどもセンター（保育室）

井川小学校 井川中学校 井川中学校（体育館）

寺沢公民館 井川町役場 井川町役場（議場）

３町施設等視察研修 ３町施設等視察研修 
in 井川町
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⑩

確認協議提案協　定　項　目№区分

電算システム事業24

各

種

事

務

事

業

の

取

扱

い

◎○○広報広聴関係事業25

◎○○交流事業（国際交流、姉妹都市交流事業）26

納税関係事業27

○消防防災関係事業28

◎○○交通関係事業29

◎○○窓口業務30

○保健衛生事業31

環境対策関係事業32

ごみ収集運搬業務事業33

△○保育事業34

社会福祉協議会の取扱い35

△○児童福祉事業36

障害者福祉事業37

高齢者福祉事業38

その他の福祉事業39

○健康づくり事業40

◎○○農林水産業関係事業41

商工観光関係事業42

勤労者・消費者関連事業43

◎○○建設関係事業44

○上・下水道事業45

△○学校教育事業46

社会教育（生涯学習）事業47

△○町立学校の通学区域の取扱い48

文化振興事業49

コミュニティ施策（施設）事業50

その他の事業51

新町まちづくり計画52新町建
設計画

◎○○（協議細目）　策定方針の確認

確認協議提案協　定　項　目№区分

◎○○合併の方式１

基
本
的
項
目

◎○○合併の期日２

◎○○新町の名称３

△○新町の事務所の位置４

△○財産及び債務の取扱い５

◎○○議会の議員の定数及び任期の取扱い６

合
併
特
例
法
に
よ
る
項
目

◎○○農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い７

地方税の取扱い８

◎○○（協議細目）　地方税（都市計画税を除く）の取扱い

△○一般職の職員の身分の取扱い９

地域審議会10

◎○○特別職の職員の身分の取扱い11

す
り
合
わ
せ
が
必
要
な
項
目

◎○○条例、規則等の取扱い12

事務組織及び機構の取扱い13

◎○○一部事務組合等の取扱い14

◎○○使用料、手数料等の取扱い15

◎○○公共的団体等の取扱い16

◎○○補助金、交付金等の取扱い17

◎○○字名の区域及び名称の取扱い18

◎○○慣行の取扱い19

◎○○国民健康保険事業の取扱い20

◎○○介護保険事業の取扱い21

○消防団の取扱い22

行政区の取扱い23

（平成16年７月28日現在）

提案、協議済:○ 継続協議:△ 確認:◎

合併協定項目の協議状況 合併協定項目の協議状況 合併協定項目の協議状況 

日　時：平成16年 8 月31日（火）午後１時
場　所：八郎潟町農村環境改善センター
案件等：学校教育事業・通学区域の取扱いについて

児童福祉事業・保育事業について
財産及び債務の取扱いについて
保健衛生事業、健康づくり事業について
上・下水道事業について
消防団の取扱い、消防防災関係事業について　など

開 催 の
お 知 ら せ

第11回

合併協議会

協議会はどなたでも傍聴できます


